
「静岡県広域スポーツセンター総合型地域スポーツクラブ登録制度」の概要 

（静岡型クラブの概要） 

 

１ 目的 

静岡県内において、地域のスポーツ振興に取り組んでいるスポーツクラブ(以下「地域クラブ」)の

活動を支援するとともに、令和４年度に開始された総合型地域スポーツクラブ全国協議会（以下「全

国協議会」）の登録認定を推進するため、静岡県広域スポーツセンターに総合型地域スポーツクラブ登

録制度を創設しました。 

 

２ 登録制度の名称 

  静岡型地域スポーツクラブ登録制度（以下「静岡型クラブ制度」） 

   

３ 総合型地域スポーツクラブ種類 

①登録認定クラブ 

登録・認証制度に基づき、全国協議会に登録認定された総合型地域スポーツクラブで静岡県総合

型地域スポーツクラブ連絡協議会（以下「静岡ＳＣ協議会」）登録クラブ 

②静岡型クラブ 

・登録認定はしていないが、県内で活動している地域スポーツクラブを対象とし、静岡県広域ス

ポーツセンターの静岡型クラブ制度に登録された地域クラブ 

・登録認定クラブ…全国協議会に認定された時点で静岡型としても登録されます。 

 

４ 静岡型クラブの新規・更新登録の手続（令和７年度登録） 

  ①登録申請書類 

静岡県広域スポーツセンター登録制度新規・更新登録申請用紙（資料６） 

  ②提 出 先…（公財）静岡県スポーツ協会（静岡県広域スポーツセンター事務局） 

  ③提出期限…令和７年１月 31日(金) 

 

５ 登録料 

  当分の間、会費はありません。今後、業務の状況によっては検討します。 

  研修会や情報交換会等については、実費を参加料としてお願いする場合があります。 

 

６ 事業内容（令和６年度の事業は「資料７」を参照） 

 〇研修会・講演会   

 〇クラブ交流事業 

 〇クラブ運営指導・助言、相談窓口   

 〇クラブの普及啓発及び広報活動、会員クラブ名簿作成・配布 

 

７ 問合せ先担当 

（公財）静岡県スポーツ協会 福永・長嶋 

・電話 054－265－6464  ・Mail kouiki@shizuokaken-sports.com 

資料６ 


